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クマ被害対策等関係情報のお知らせ（令和８年５月 25日追加） 

 

昨年度から継続しているクマによる被害の深刻な状況を踏まえ、関係省庁が一丸と

なってクマによる被害対策を強化しているところです。環境省においても、地方自治

体等のニーズも踏まえ、速やかに進めており、最近の政府の取組等について、下記の

とおりお知らせいたします。 

また、環境省では、クマに関する各種情報・取組に特化したウェブサイトを作成し

ております。このような情報も、現場対応に役立てていただけますと幸いです。 

【URL】https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/effort12.html 

本事務連絡は、貴都道府県内の市町村担当部局にもご周知願います。 

 

記 

 

１．クマ被害対策等に関する関係閣僚会議（第４回）の開催 

令和８年５月 19日に「クマ被害対策等に関する関係閣僚会議 （第４回）」が開催

されました。同会議では、クマの出没や被害の現状を共有し、今後クマ被害対策を

迅速・確実に実行する方針を確認しました。 

 【URL】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kumahigai_taisaku/index.html 

 

２．令和８年度第１回クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議の開催 

令和８年５月１日に「令和８年度第１回クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会

議」が開催されました。同会議では、クマの出没や被害の現状を共有し、各省庁で

連携できる事項を確認しました。 

 【URL】https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-docu-r080501.pdf 

 

３．国民向けのクマに関する情報をまとめたウェブサイトの公開 

令和８年５月 20 日に環境省のウェブサイトとして「国民向けのクマに関する情

報」を公開しました。クマが生息する都道府県における、出没情報を掲載するウェ

ブサイトへのリンク集も掲載しています。 

 【URL】https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-info-citizen.html 
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４．人身被害の分析レポート、はこわなで捕獲する際のポイントと留意点の公開 

令和８年４月 27 日に、令和７年度の大量出没による人身被害に関する情報も踏

まえ、クマに出会わないためにできることや、出会ってしまった時の対処について

まとめた「クマによる人身被害の分析レポート」、及び、各地域の捕獲者の情報をも

とに、クマを捕獲するためのはこわなの選び方とはこわなによる捕獲の手順につい

て、ポイントと留意点をまとめた「クマをはこわなで捕獲等する際のポイントと留

意点」を公開しました。 

 クマによる人身被害の分析レポート 

 【URL】https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-bunseki-r0804.pdf 

 クマをはこわなで捕獲等する際のポイントと留意点 

 【URL】https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-hakowana-r0804.pdf 

 

５．関係省庁のクマ被害対策等に係る通知等 

 ①国立公園におけるクマに関する適切な情報提供について 

 ４月 28日に環境省から都道府県に対して国立公園でのクマ出没情報等の収集・

発信や公園利用者に対する適切な情報提供を依頼する「国立公園におけるクマに

関する適切な情報提供について」を発出しました。（添付資料１） 

 

②令和８年度クマ類による被害防止のための対応について（周知） 

５月１日に国土交通省からクマ被害対策パッケージに含まれる河川関係施策

の実施徹底を周知する 「令和８年度クマ類による被害防止のための対応について

（周知）」を発出しました。（添付資料２） 

 

③熊の出没に係る警察の対応について（通達） 

  警察庁は、５月８日に、都道府県警に関係機関と連携した通学路警戒や避難誘

導等の実施のほか、出没状況に応じた熊駆除に関する体制の早期確立について指

示する「熊の出没に係る警察の対応について（通達）」を発出しました。 

【URL】

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/kumanosyutsubotsunikakar

ukeisatsunotaiounitsuite.pdf 
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 ④令和８年度の春から初夏におけるクマの出没への警戒について（依頼） 

  ５月 12日に環境省からクマの出没対策（特に山菜採り、出没時対応）の徹底等

を依頼する「令和８年度の春から初夏におけるクマの出没への警戒について（依

頼）」を発出し、併せて総務省からも都道府県に対して環境省通知について情報提

供を実施しました。（添付資料３） 

  

⑤クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について 

５月 15日に文部科学省から学校や通学時における児童生徒の安全確保のため、

地域の実情に応じた対策や注意喚起・体制整備の徹底を求める 「クマの出没に対

する児童生徒等の安全確保について」を発出しました。 

【URL】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00053.htm 

 

（以 上） 
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